
　「甲府市ごみ集積所防御ネット購入費補助金」の
申請手続きから交付までの流れ

市へ事前連絡 ○自治会等ごとに購入内容・設置場所を事前（防御ネット
購入前に）にごみ収集課と打合せ
（年度内の購入か、ネットのみか、２年以内に交付されてい
ないか、伺います。）
（申請書等の関係書類を渡します。）

申　請 ○補助金交付申請書をごみ収集課に提出
<添付書類>
領収書原本（自治会等名、購入年月日、単価、枚数、販売
店の印）、設置場所の位置図、設置前、設置後の写真（設
置後は必須）

○申請は自治会長名で、口座は自治会口座としてくださ
い。
　※申請者と口座名義人が違う場合は、委任状が必要とな
ります。

審　査 ○書類審査及び現地調査を実施します。

3注意点　　　　　補助金は、１つのごみ集積所につき２年に１回
　　　　　　　　　　年度内に購入した、ネットのみに限る
　　　　　　　　　　振込先口座は自治会の口座

問合せ先
　甲府市上町６０１－４
　環境部環境対策室ごみ収集課
　(環境ｾﾝﾀｰ管理棟内２階)
　電話　055-241-4313

交付決定 ○審査を行い交付決定になると、ごみ収集課より「補助金
交付決定通知書」を送付します。

補助金の支払 ○指定された自治会の口座に補助金を振り込みます。

1補助対象者　　防御ネットを購入し設置した自治会等
　　　　　　　　　　(自治会については自治会長名で申請してください。）

2補助金の額　　１つのごみ集積所につき、防御ネットを購入した費用の2,000円まで
　　　　　　　　　　は全額、2,000円を超えた部分はその額の1/2 （100円未満を切捨て）
　　　　　　　　　　上限5,000円
　


